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・申請・処理コード表

１．各種コード表　

２０００１帳票　［項番０５］「申請等の区分」

コード 申　　請　　等　　の　　種　　類

２０００１帳票　［項番０２］「申請時の許可番号」・［項番０３］「前回の申請時の許可番号」

１ 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求

２

コード 処　　理　　の　　種　　類

４ 経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求

事業を継承しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合
（例）令和４年１０月１日に会社を新たに設立した場合で令和５年３月３１日に終了した最初の事業年度について申請するとき

０３

１２か月ごとに決算を完結した場合
（例）令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの事業年度について申請する場合

００

０３

２５

許 可 行 政 庁

滋 賀 県 知 事 ３７

許 可 行 政 庁

３８ 愛 媛 県 知 事

総合評定値の請求

三 重 県 知 事 ３６ 徳 島 県 知 事
コード

経営規模等評価の再審査の申立

２０００１帳票　［項番０６］「処理の区分」の左欄

大 阪 府 知 事

コード

北 海 道 知 事 １３０１ 東 京 都 知 事
国 土 交 通 大 臣 １２ 千 葉 県 知 事

許 可 行 政 庁 コード

香 川 県 知 事

コード

３０ 和 歌 山 県 知 事０６ 山 形 県 知 事

１６
申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者の相互の機能分担が相当程度なされているものと
して認定を受けて申請する場合

１５ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合

申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手続開始の申立てが行われた場合で会社更生手続開始
決定日、会社更生計画認可日、会社更生手続開始決定日から会社更生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、民事再生
手続開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申
立日から調停条項受諾日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日として申請するとき

申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日として申請するとき

１３
申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記日又は事業の譲渡により新たな経営実態が備わった
と認められる日を審査基準日として申請するとき

２９ 奈 良 県 知 事

経営規模等評価の申請

０２

００

０１

０５ 秋 田 県 知 事

０８

処　　理　　の　　種　　類

０７ 福 島 県 知 事 １９ 山 梨 県 知 事
４２ 長 崎 県 知 事

１９ 申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日として申請するとき

１７
申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全てを保有する親会社と当該子会社からなる企業集
団に属するものとして認定を受けて申請する場合

１８ 申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき

資-１

２１ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者（連結子会社）として認定を受け申請する場合

２０ 申請者について事業を継承しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合

２２ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を受けて申請する場合

１４

事業を継承しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合
（例）令和４年１０月１日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日（令和５年３月３１日）より前の日（令和４年１１月
１日）に申請するとき

１２ 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき

１１

２０００１帳票　［項番０６］「処理の区分」の右欄

０４

１０

１４ 神 奈 川 県 知 事 ２６ 京 都 府 知 事

０４ ２８ 兵 庫 県 知 事
岩 手 県 知 事

申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき

５

１５ 新 潟 県 知 事

６か月ごとに決算を完結した場合
（例）令和４年１０月１日から令和５年３月３１日までの事業年度について申請する場合

商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他１２か月に満たない期間で終了した事業
年度について申請する場合
（例１）合名会社から株式会社への組織変更に伴い令和４年１０月１日に当該組織変更の登記を行った場合で令和５年３月３１日に終了し
た事業年度について申請するとき
（例２）申請に係る事業年度の直前の事業年度が令和４年３月３１日に終了した場合で事業年度の変更により令和４年１２月３１日に終了
した事業年度について申請するとき

コード

３

許 可 行 政 庁
２４

宮 城 県 知 事

青 森 県 知 事０２
２７

４１ 佐 賀 県 知 事
１６ 富 山 県 知 事 ４０ 福 岡 県 知 事
１７ 石 川 県 知 事

３９ 高 知 県 知 事

１０ 群 馬 県 知 事
３３ 岡 山 県 知 事

１８ 福 井 県 知 事

茨 城 県 知 事 ２０ 長 野 県 知 事
３１ 鳥 取 県 知 事
３２ 島 根 県 知 事 ４４ 大 分 県 知 事

４３ 熊 本 県 知 事

１１ 埼 玉 県 知 事 ２３ 愛 知 県 知 事 ３５ 山 口 県 知 事 ４７ 沖 縄 県 知 事

４５ 宮 崎 県 知 事
２２ 静 岡 県 知 事 ４６ 鹿 児 島 県 知 事

０９ 栃 木 県 知 事 ２１ 岐 阜 県 知 事
３４ 広 島 県 知 事



・許可・業種コード表

２０００１帳票　［項番１５］「許可を受けている建設業の略号」

建 設 業 の 種 類

（ 土 ） 土 木 工 事 業 （ 鋼 ） 鋼 構 造 物 工 事 業 （ 絶 ）

電 気 通 信 工 事 業

２０００１帳票　［項番１５］「許可を受けている建設業」

一般建設業 １ 特定建設業 ２

略号 建 設 業 の 種 類

（ 建 ） 建 築 工 事 業

造 園 工 事 業

略号

（ 清 ）

（ 筋 ） 鉄 筋 工 事 業

舗 装 工 事 業（ 舗 ）

熱 絶 縁 工 事 業

さ く 井 工 事 業

ガ ラ ス 工 事 業

略号 建 設 業 の 種 類

し ゆ ん せ つ 工 事 業 （ 井 ）

板 金 工 事 業

（ 園 ）

（ 通 ）

（ 具 ） 建 具 工 事 業

防 水 工 事 業

大 工 工 事 業（ 大 ）

（ 左 ） 左 官 工 事 業

（ と ） と び ・ 土 工 工 事 業 （ 板 ）

石 工 事 業 （ ガ ）

（し ゆ）

電 気 工 事 業（ 電 ） （ 防 ）

（ 屋 ）

（ 石 ）

（ タ ）

工 事 の 種 類

清 掃 施 設 工 事 業

解 体 工 事 業

（ 消 ） 消 防 施 設 工 事 業

水 道 施 設 工 事 業

コード コード工 事 の 種 類 工 事 の 種 類 コード

タイル・れんが・ブロック工事業

２０００２帳票　［項番３２］「業種コード」

（ 水 ）

（ 解 ）

（ 機 ）

（ 内 ）

機 械 器 具 設 置 工 事 業

管 工 事 業

０４０ 左 官 工 事

大 工 工 事

０１０

０１１

屋 根 工 事 業 （ 塗 ） 塗 装 工 事 業

（ 管 ）

１００ タ イ ル ・ れ ん が ・ ブロ ック 工事

０２０ 建 築 一 式 工 事

０３０

１１０ 鋼 構 造 物 工 事

１１１

土 木 一 式 工 事

プレストレストコンクリート構造物工事

内 装 仕 上 工 事 業

鋼 橋 上 部 工 事

消 防 施 設 工 事

１８０

０５１ 法 面 処 理 工 事 １５０ 板 金 工 事

２５０

０８０ 電 気 工 事

０７０ 屋 根 工 事

０６０

０５０ と び ・ 土 工 ・ コ ン クリ ート 工事 建 具 工 事

石 工 事

２９０

水 道 施 設 工 事

１６０ ガ ラ ス 工 事

清 掃 施 設 工 事２８０

２６０

機 械 器 具 設 置 工 事２００

２１０ 熱 絶 縁 工 事

２２０ 電 気 通 信 工 事

２３０ 造 園 工 事

建 築 工 事 業

１２０ 鉄 筋 工 事

解 体 工 事

１７０ 塗 装 工 事

防 水 工 事

２７０

２４０ さ く 井 工 事

１４０ し ゆ ん せ つ 工 事

１３０ 舗 装 工 事

水 道 施 設 工 事 業

０５

し ゆ ん せ つ 工 事 業

建 具 工 事 業

１４

０９０ 管 工 事 １９０ 内 装 仕 上 工 事

２２

さ く 井 工 事 業

建 設 業 の 種 類 コード

土 木 工 事 業 １１

０６ 石 工 事 業

２０００５帳票　［項番８２］「業種コード」

コード 建 設 業 の 種 類 コード

板 金 工 事 業

０１

０２

1.各種コード表

電 気 通 信 工 事 業

１３

０４ 左 官 工 事 業

１９

２７

と び ・ 土 工 工 事 業

建 設 業 の 種 類

熱 絶 縁 工 事 業２１

２４

鉄 筋 工 事 業

２５

鋼 構 造 物 工 事 業

造 園 工 事 業舗 装 工 事 業

１２

清 掃 施 設 工 事 業

塗 装 工 事 業０７

０３ 大 工 工 事 業 ２３

１５

ガ ラ ス 工 事 業１６ ２６

０９ 管 工 事 業

資-２

解 体 工 事 業

消 防 施 設 工 事 業

０８ 電 気 工 事 業 １８ 防 水 工 事 業 ２８

機 械 器 具 設 置 工 事 業

内 装 仕 上 工 事 業 ２９

屋 根 工 事 業 １７

１０ タイル・れんが・ブロック工事業 ２０



別表（四）業種別技術職員コード表　１／４  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

001

002

003

004

005

１１１ 5 5 5

２１２ 2 2 2

１１３ 5 １※ 5 5 １※ １※ 5 １※ 5 5 5 １※ １※ １※ 5 １※ 5

１１H １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

２１４ 2 １○ 2 2 １○ １○ 2 １○ 2 2 １○ １○ １○ １○ 2 １○ 2

２１Ｊ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１５ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１Ｋ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１６ １○ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１Ｌ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

１２０ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 １※ 5 5 １※ １※ １※ 5

１２Ｃ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

２２１ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2

２２２ 2 １○ 2 １○ １○ 2 2 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2

２２３ 2 2 １○ 2 2 2 １○ 2 2 2 2 2 １○ 2 2 １○ １○ １○ １○

２２Ｄ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

１２７ 5 １※ １※

１２Ｅ １※ １※

２２８ 2 １○ １○

２２Ｆ １○ １○

１２９ 5 １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

１２Ｇ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

２３０ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

２３Ａ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

１３１ ５

２３２ ２

１３３ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ 5 １※ １※ １※ １※

１３Ｄ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

２３４ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2 １○ １○ １○ １○

２３Ｅ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

1３７ 5 5 5 5 5 5

2３８ 2 2 2 2 2

2３９ 2

1４１ 5 5 5 5 5 5 5

1４２ 5 5 5 5 5 5 5 5

1４３ 5 5

1４４ 5 5

1４５ 5

1４６ 5 5

1４７ 5 5

1４８ 5 5 5

1４９ 5 5 5

1５０ 5

1５１ 5 5 5

1５２ 5

1５３ 5 5

1５４ 5 5 5

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

資-３

技
術
士
法

建設 ・ 総合技術監理（建設）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

２級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士補

建
築
士
法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

１級造園施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士補

１級管工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士補

１級電気通信工事施工管理技士

２級電気通信工事施工管理技士

１級造園施工管理技士

２級建築施工管理技士補

２級土木施工管理技士 薬 液 注 入

２級土木施工管理技士補 薬 液 注 入

１級建築施工管理技士

１級建築施工管理技士補　　　　　　　　　　　　　　　　

２級建築施工管理技士
種
別

建 築

躯 体

仕 上 げ

令第28条　該当
【監理技術者補佐：該当する業種について主任技術者となる資格を
有し１級技士補である者、監理技術者となる資格を有する者】

監理技術者補佐として配置可能な２業種以内に限り４点ずつ配点

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

１級建設機械施工管理技士

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）

１級土木施工管理技士

１級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士

種
別

土 木

２級土木施工管理技士補 土 木

２級土木施工管理技士 鋼構造物塗装

２級土木施工管理技士補 鋼構造物塗装

「１※」･･･１点（実務経験３年）、「１○」･･･１点（実務経験５年）については、令和5年7月1日以降に審査基準
日を迎える申請から適用。

法第15条第２号　ハ　該当（同号ロと同等以上） 認定書記載の業種に応じて２業種以内に限り１点ずつ配点

コード

建設業の種類

法第７条第2号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）※専門学校卒はコード099 実務経験を有する２業種以内に限り１点ずつ配点

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験） 実務経験を有する２業種以内に限り１点ずつ配点

法第15条第２号　ハ　該当（同号イと同等以上） 認定書記載の業種に応じて２業種以内に限り１点ずつ配点
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

1５５ 2

2５６ 1

電気事業法 2５８ 1

2５９ 1

２３５ 1

水　道　法 2６５ 1

1６８ 2

1６９ 2

1７１ 2

２７１ 1

1６４ 2 2

２６４ 1 1

１７２ 2

２７２ 1

１57 2 2

２57 1 1

1７３ 2

２７３ 1

１６６ 2

２６６ 1

１７４ 2

２７４ 1

１７５ 2

２７５ 1

１７６ 2

２７６ 1

１７０ 2 2 2

２７０ 1 1 1

１７７ 2

２７７ 1

１７８ 2

２７８ 1

１７９ 2 2

２７９ 1 1

１８０ 2

２８０ 1

１８１ 2

２８１ 1

１８２ 2

２８２ 1

１８３ 2

２８３ 1

１８４ 2 2

２８４ 1 1

１８５ 2

２８５ 1

１８６ 2

２８６ 1

１８７ 2

２８７ 1

１８８ 2

２８８ 1
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

タイル張り・タイル張り工（１級）

資-４

タイル張り・タイル張り工（２級）

築炉・築炉工・ れんが積み（１級）

築炉・築炉工・ れんが積み（２級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（１級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（２級）

石工・石材施工・石積み（１級）

石工・石材施工・石積み（２級）

鉄工・製罐
せいかん

（１級）

鉄工・製罐
せいかん

（２級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（２級）

工場板金（１級）

工場板金（２級）

板金・建築板金・板金工（１級）

板金・建築板金・板金工（２級）

板金・板金工・打出し板金（１級）

板金・板金工・打出し板金（２級）

かわらぶき・スレート施工（１級）

かわらぶき・スレート施工（２級）

ガラス施工（１級）

ガラス施工（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（１級）

職
業
能
力
開
発
促
進
法

建築大工（１級）

建築板金「ダクト板金作業」（２級）

ウェルポイント施工（１級）

ウェルポイント施工（２級）

配管・配管工（２級）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（１級）

建築板金「ダクト板金作業」（１級）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（２級）

給排水衛生設備配管（１級）

給排水衛生設備配管（２級）

配管・配管工（１級）

型枠施工（２級）

コンクリート圧送施工（２級）

コンクリート圧送施工（１級）

左官（１級）

左官（２級）

とび・とび工（１級）

とび・とび工（２級）

別表（四）業種別技術職員コード表　２／４

コード

建設業の種類

消　防　法
甲種 消防設備士

乙種 消防設備士

電気工事士法
第１種電気工事士

第２種電気工事士 【３年】

電気主任技術者　（第１種～第３種） 【５年】

電気通信主任技術者 【５年】

給水装置工事主任技術者

電気通信事業法

 　【３年】◆工事担任者（申請は令和６年度以降）

建築大工（２級）

型枠施工（１級）

【１年】

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

１８９ 2

２８９ 1

１９０ 2

２９０ 1

１９１ 2

２９１ 1

１６７ 2

１９２ 2

２９２ 1

１９３ 2

２９３ 1

１９４ 2

２９４ 1

１９５ 2

２９５ 1

１９６ 2

２９６ 1

１９７ 2

２９７ 1

１９８ 2

２９８ 1

０６１ 1 1

040 2

０６２ 1 1

０６３ 1 1

０60 2

０６４

７０４ 認定能力評価基準（レベル４）

７０３ 認定能力評価基準（レベル３）

その他 ０９９

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

◆２３５  工事担任者
電気通信事業法に基づく工事担任者資格者証の交付を受けた者（令和３年度以降の試験あるいは養成課程等を経た、第１級アナログ通信及び第
１級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は総合通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者に限る）であって、その資格者
証の交付後、３年以上の実務経験を有する者

建設業法施行規則第７条の３の第１号、第２号（上記コードに該当するもの
を除く）及び第３号該当　※学校教育法による所定学科を修めた専門学校卒
業者で一定以上の実務の経験をしている者はこのコードを使用

（備考）

資格区分右端の【　　】内に記載されている年数は、当該欄に記載さ
れている資格試験の合格後に建設業法第７条第２号ハ該当となるため
に必要とされている実務経験年数

実務経験を有する２業種以内に限り１点づつ配点

解体工事

認定能力評価基準ごとに２業種以内に限り３点づつ配点

認定能力評価基準ごとに２業種以内に限り２点づつ配点

講習修了証記載の業種に応じて２業種以内に限り３点づつ配点

建築設備士 【１年】

計装 【１年】

基幹技能者

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（２級）

造園　（１級）

造園　（２級）

基礎ぐい工事

熱絶縁施工（２級）

地すべり防止工事 【１年】

防水施工（２級）

防水施工（１級）

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）

別表（四）業種別技術職員コード表　３／４

コード

建設業の種類

資-５

建築塗装・建築塗装工（１級）

建築塗装・建築塗装工（２級）

職
業
能
力
開
発
促
進
法

さく井（１級）

さく井（２級）

金属塗装・金属塗装工（１級）

金属塗装・金属塗装工（２級）

噴霧塗装（１級）

路面標示施工

畳製作 ・ 畳工（１級）

畳製作 ・ 畳工（２級）

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工（１級） 

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工（２級） 

噴霧塗装（２級）

熱絶縁施工（１級）

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。
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７０４

７０３

※ ※

※ ※

※

※

※

※ ※

※

※

※ ※

※ ※

※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ ※ ※

※ ※

※ ※ ※

※

※

※

※

※ ※ ※ ※

※

※

※ ※

※

※

※

※

※ ※
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
（備考）

資格区分に掲げる能力評価基準の名称について、認定が完了していない能力評価基準
は仮称とする

資-６

標識・路面標示技能者能力評価基準

消防施設技能者能力評価基準

建築大工技能者能力評価基準

硝子工事技能者能力評価基準

ＡＬＣ技能者能力評価基準

土工技能者能力評価基準　

認
定
能
力
評
価
基
準

レベル４技能者 ※印　３点

レベル３技能者 ※印　２点

電気工事技能者能力評価基準

橋梁技能者能力評価基準

タイル張り技能者能力評価基準

内装仕上技能者能力評価基準

サッシ・カーテンウォール技能者能力評価基準

エクステリア技能者能力評価基準

建築板金技能者能力評価基準

外壁仕上技能者能力評価基準

ダクト技能者能力評価基準

保温保冷技能者能力評価基準

グラウト技能者能力評価基準

冷凍空調技能者能力評価基準

運動施設技能者能力評価基準

基礎工技能者能力評価基準

切断穿孔技能者能力評価基準

トンネル技能者能力評価基準

建設塗装技能者能力評価基準

左官技能者能力評価基準

機械土工技能者能力評価基準

海上起重技能者能力評価基準

ＰＣ技能者能力評価基準

鉄筋技能者能力評価基準

圧接技能者能力評価基準

型枠技能者能力評価基準

配管技能者能力評価基準

とび技能者能力評価基準

造園技能者能力評価基準

コンクリート圧送技能者能力評価基準

防水施工技能者能力評価基準

　　　別表（四）業種別技術職員コード表　４／４

コード 資格区分

加　 点　 対　 象 　業 　種



２．総合評定値（Ｐ）の算出方法等

総合評定値（P)の算出表

X１ ・工事種類別年間 業種別の年間平均完成工事高　　　　　　　　千円（２年又は３年平均）

　平均完成工事高 　資P8の表から、X１＝　　　　　　        （小数点以下の端数は切り捨て）

X２ ・自己資本額 ・自己資本額の点数（基準決算又は２期平均）

・平均利益額 　自己資本額　　　　　　　千円　　資P9の表から、ア＝　　　　点

・平均利益額の点数（２期平均）

　平均利益額　　　　　　　千円　　資P10の表から、イ＝　　　　点

（ア＋イ）　÷　２＝X２　＝　　　　　　　　   （小数点以下の端数は切り捨て）

Y ・経営状況分析 経営状況分析結果通知書から、Y　=

Z ・技術職員 ・業種別の技術職員の点数
・工事種類別年間 　　１級講習受講　　　　　　人×６点
　平均完成工事高  ＋１級技術者　　　　　　　 人×５点

 ＋１級技士補　　　　　　　 人×４点
 ＋基幹技能者　　　　　　　人×３点
 ＋２級技術者　　　　　　　 人×２点
 ＋その他技術者　　　　　 人×１点　＝　　点　　資P11の表から、ア＝　　　点

・業種別の年間平均元請完成工事高　　　　　　　　千円（２年又は３年平均）
　資P12の表から、イ＝　　　　　　点

ア×０．８＋イ×０．２＝　Z＝　　　　　     　　（小数点以下の端数は切り捨て）

W ・その他社会性等 ・建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況（ W１ ）

　　資P13のW１から、W１＝

・建設業の営業継続の状況（ W２ ）

　　資P13のW２から、W２＝

・防災活動への貢献の状況（ W３ ）

　　資P13のW３から、W３＝

・法令遵守の状況（ W４ ）

　　資P1４のW４から、W４＝

・建設業の経理の状況（ W５ ）

　　ア　監査受審状況　　　資P１４のW５　ア　から、ア＝　　　　　点

　　イ　公認会計士等の数
　　　（公認会計士等の数　×１）＋（２級経理の数×０．４）＝　　　　　点
　　　　　資P１４のW５　イ　から、イ＝　　　　　点

　　　　　　ア　＋　イ　＝　W５　＝

・研究開発の状況（ W６ ）

　　研究開発費　　　　　　　　千円（２期平均）
　　資P１５の表から、W６＝

・建設機械の保有状況
　　資P１５の表から、W７＝

・国又は国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
　　資P１５の表から、W８＝

（W１＋W２＋W３＋W４＋W５＋W６＋W７＋W８）×１０×１９０／２００※

　＝　W　＝　　　　　   　（小数点以下の端数は切り捨て）

※令和５年８月１４日以降を審査基準日とする申請からは
　×１０×１９０／２００　を　×１０×１７５／２００　とする。

P ・総合評定値 （X１）×０．２５＋（X２)×０．１５＋（Y)×０．２０＋（Z)×０．２５＋（W)×０．１５

　＝　P　＝　　　　　   　　（小数点以下の端数は四捨五入）

資－７

   点 

   点 

   点 

   点 

   点 

   点 

   点 

   点 

   点 

   点 

   点 

   点 

   点 

   点 



２．総合評定値（Ｐ）の算出方法等

　X1　工事種類別年間平均完成工事高

資-８

1 1,000億円 以上

2 800億円 以上 1,000億円 未満 114 × （年間平均完成工事高） ÷ 20,000,000 ＋ 1,739

3 600億円 以上 800億円 未満 101 × （年間平均完成工事高） ÷ 20,000,000 ＋ 1,791

4 500億円 以上 600億円 未満 88 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000,000 ＋ 1,566

5 400億円 以上 500億円 未満 89 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000,000 ＋ 1,561

6 300億円 以上 400億円 未満 89 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000,000 ＋ 1,561

7 250億円 以上 300億円 未満 75 × （年間平均完成工事高） ÷ 5,000,000 ＋ 1,378

8 200億円 以上 250億円 未満 76 × （年間平均完成工事高） ÷ 5,000,000 ＋ 1,373

9 150億円 以上 200億円 未満 76 × （年間平均完成工事高） ÷ 5,000,000 ＋ 1,373

10 120億円 以上 150億円 未満 64 × （年間平均完成工事高） ÷ 3,000,000 ＋ 1,281

11 100億円 以上 120億円 未満 62 × （年間平均完成工事高） ÷ 2,000,000 ＋ 1,165

12 80億円 以上 100億円 未満 64 × （年間平均完成工事高） ÷ 2,000,000 ＋ 1,155

13 60億円 以上 80億円 未満 50 × （年間平均完成工事高） ÷ 2,000,000 ＋ 1,211

14 50億円 以上 60億円 未満 51 × （年間平均完成工事高） ÷ 1,000,000 ＋ 1,055

15 40億円 以上 50億円 未満 51 × （年間平均完成工事高） ÷ 1,000,000 ＋ 1,055

16 30億円 以上 40億円 未満 50 × （年間平均完成工事高） ÷ 1,000,000 ＋ 1,059

17 25億円 以上 30億円 未満 51 × （年間平均完成工事高） ÷ 500,000 ＋ 903

18 20億円 以上 25億円 未満 39 × （年間平均完成工事高） ÷ 500,000 ＋ 963

19 15億円 以上 20億円 未満 36 × （年間平均完成工事高） ÷ 500,000 ＋ 975

20 12億円 以上 15億円 未満 38 × （年間平均完成工事高） ÷ 300,000 ＋ 893

21 10億円 以上 12億円 未満 39 × （年間平均完成工事高） ÷ 200,000 ＋ 811

22 8億円 以上 10億円 未満 38 × （年間平均完成工事高） ÷ 200,000 ＋ 816

23 6億円 以上 8億円 未満 25 × （年間平均完成工事高） ÷ 200,000 ＋ 868

24 5億円 以上 6億円 未満 25 × （年間平均完成工事高） ÷ 100,000 ＋ 793

25 4億円 以上 5億円 未満 34 × （年間平均完成工事高） ÷ 100,000 ＋ 748

26 3億円 以上 4億円 未満 42 × （年間平均完成工事高） ÷ 100,000 ＋ 716

27 2億5千万円 以上 3億円 未満 24 × （年間平均完成工事高） ÷ 50,000 ＋ 698

28 2億円 以上 2億5千万円 未満 28 × （年間平均完成工事高） ÷ 50,000 ＋ 678

29 1億5千万円 以上 2億円 未満 34 × （年間平均完成工事高） ÷ 50,000 ＋ 654

30 1億2千万円 以上 1億5千万円 未満 26 × （年間平均完成工事高） ÷ 30,000 ＋ 626

31 1億円 以上 1億2千万円 未満 19 × （年間平均完成工事高） ÷ 20,000 ＋ 616

32 8,000万円 以上 1億円 未満 22 × （年間平均完成工事高） ÷ 20,000 ＋ 601

33 6,000万円 以上 8,000万円 未満 28 × （年間平均完成工事高） ÷ 20,000 ＋ 577

34 5,000万円 以上 6,000万円 未満 16 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000 ＋ 565

35 4,000万円 以上 5,000万円 未満 19 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000 ＋ 550

36 3,000万円 以上 4,000万円 未満 24 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000 ＋ 530

37 2,500万円 以上 3,000万円 未満 13 × （年間平均完成工事高） ÷ 5,000 ＋ 524

38 2,000万円 以上 2,500万円 未満 16 × （年間平均完成工事高） ÷ 5,000 ＋ 509

39 1,500万円 以上 2,000万円 未満 20 × （年間平均完成工事高） ÷ 5,000 ＋ 493

40 1,200万円 以上 1,500万円 未満 14 × （年間平均完成工事高） ÷ 3,000 ＋ 483

41 1,000万円 以上 1,200万円 未満 11 × （年間平均完成工事高） ÷ 2,000 ＋ 473

42 1,000万円 未満 131 × （年間平均完成工事高） ÷ 10,000 ＋ 397

・Ｘ１の値については、申請する業種の直前２年又は３年の年間平均完成工事高を次の表に当てはめ算出する。

注１：年間平均完成工事高に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

　２：評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

評　点
（年間平均完成工事高の単位：千円）

2,309

区分
許可を受けた建設業に係る建設工事の

種類別年間平均完成工事高



２．総合評定値（Ｐ）の算出方法等

X２　自己資本額及び平均利益額

資-９

　　　※　自己資本額の点数及び平均利益額の点数については、次の表に当てはめ算出する。

区分

1 3,000億円 以上

2 2,500億円 以上 3,000億円 未満 63 × （自己資本額） ÷ 50,000,000 ＋ 1,736

3 2,000億円 以上 2,500億円 未満 73 × （自己資本額） ÷ 50,000,000 ＋ 1,686

4 1,500億円 以上 2,000億円 未満 91 × （自己資本額） ÷ 50,000,000 ＋ 1,614

5 1,200億円 以上 1,500億円 未満 66 × （自己資本額） ÷ 30,000,000 ＋ 1,557

6 1,000億円 以上 1,200億円 未満 53 × （自己資本額） ÷ 20,000,000 ＋ 1,503

7 800億円 以上 1,000億円 未満 61 × （自己資本額） ÷ 20,000,000 ＋ 1,463

8 600億円 以上 800億円 未満 75 × （自己資本額） ÷ 20,000,000 ＋ 1,407

9 500億円 以上 600億円 未満 46 × （自己資本額） ÷ 10,000,000 ＋ 1,356

10 400億円 以上 500億円 未満 53 × （自己資本額） ÷ 10,000,000 ＋ 1,321

11 300億円 以上 400億円 未満 66 × （自己資本額） ÷ 10,000,000 ＋ 1,269

12 250億円 以上 300億円 未満 39 × （自己資本額） ÷ 5,000,000 ＋ 1,233

13 200億円 以上 250億円 未満 47 × （自己資本額） ÷ 5,000,000 ＋ 1,193

14 150億円 以上 200億円 未満 57 × （自己資本額） ÷ 5,000,000 ＋ 1,153

15 120億円 以上 150億円 未満 42 × （自己資本額） ÷ 3,000,000 ＋ 1,114

16 100億円 以上 120億円 未満 33 × （自己資本額） ÷ 2,000,000 ＋ 1,084

17 80億円 以上 100億円 未満 39 × （自己資本額） ÷ 2,000,000 ＋ 1,054

18 60億円 以上 80億円 未満 47 × （自己資本額） ÷ 2,000,000 ＋ 1,022

19 50億円 以上 60億円 未満 29 × （自己資本額） ÷ 1,000,000 ＋ 989

20 40億円 以上 50億円 未満 34 × （自己資本額） ÷ 1,000,000 ＋ 964

21 30億円 以上 40億円 未満 41 × （自己資本額） ÷ 1,000,000 ＋ 936

22 25億円 以上 30億円 未満 25 × （自己資本額） ÷ 500,000 ＋ 909

23 20億円 以上 25億円 未満 29 × （自己資本額） ÷ 500,000 ＋ 889

24 15億円 以上 20億円 未満 36 × （自己資本額） ÷ 500,000 ＋ 861

25 12億円 以上 15億円 未満 27 × （自己資本額） ÷ 300,000 ＋ 834

26 10億円 以上 12億円 未満 21 × （自己資本額） ÷ 200,000 ＋ 816

27 8億円 以上 10億円 未満 24 × （自己資本額） ÷ 200,000 ＋ 801

28 6億円 以上 8億円 未満 30 × （自己資本額） ÷ 200,000 ＋ 777

29 5億円 以上 6億円 未満 18 × （自己資本額） ÷ 100,000 ＋ 759

30 4億円 以上 5億円 未満 21 × （自己資本額） ÷ 100,000 ＋ 744

31 3億円 以上 4億円 未満 27 × （自己資本額） ÷ 100,000 ＋ 720

32 2億5,000万円 以上 3億円 未満 15 × （自己資本額） ÷ 50,000 ＋ 711

33 2億円 以上 2億5,000万円 未満 19 × （自己資本額） ÷ 50,000 ＋ 691

34 １億5,000万円 以上 2億円 未満 23 × （自己資本額） ÷ 50,000 ＋ 675

35 １億2,000万円 以上 1億5,000万円 未満 16 × （自己資本額） ÷ 30,000 ＋ 664

36 1億円 以上 1億2,000万円 未満 13 × （自己資本額） ÷ 20,000 ＋ 650

37 8,000万円 以上 1億円 未満 16 × （自己資本額） ÷ 20,000 ＋ 635

38 6,000万円 以上 8,000万円 未満 19 × （自己資本額） ÷ 20,000 ＋ 623

39 5,000万円 以上 6,000万円 未満 11 × （自己資本額） ÷ 10,000 ＋ 614

40 4,000万円 以上 5,000万円 未満 14 × （自己資本額） ÷ 10,000 ＋ 599

41 3,000万円 以上 4,000万円 未満 16 × （自己資本額） ÷ 10,000 ＋ 591

42 2,500万円 以上 3,000万円 未満 10 × （自己資本額） ÷ 5,000 ＋ 579

43 2,000万円 以上 2,500万円 未満 12 × （自己資本額） ÷ 5,000 ＋ 569

44 1,500万円 以上 2,000万円 未満 14 × （自己資本額） ÷ 5,000 ＋ 561

45 1,200万円 以上 1,500万円 未満 11 × （自己資本額） ÷ 3,000 ＋ 548

46 1,000万円 以上 1,200万円 未満 8 × （自己資本額） ÷ 2,000 ＋ 544

47 1,000万円 未満 223 × （自己資本額） ÷ 10,000 ＋ 361

2,114

注：評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

自己資本の額又は平均自己資本額 評点（自己資本額の単位：千円）

（ア　自己資本額の点数）

Ｘ２の値については、次の式により算出する。

Ｘ２＝（ア 自己資本額の点数＋イ 平均利益額の点数）÷２

　　　※　評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。



２．総合評定値（Ｐ）の算出方法等

資-10

1 300億円 以上

2 250億円 以上 300億円 未満 134 × （平均利益額） ÷ 5,000,000 ＋ 1,643

3 200億円 以上 250億円 未満 151 × （平均利益額） ÷ 5,000,000 ＋ 1,558

4 150億円 以上 200億円 未満 175 × （平均利益額） ÷ 5,000,000 ＋ 1,462

5 120億円 以上 150億円 未満 123 × （平均利益額） ÷ 3,000,000 ＋ 1,372

6 100億円 以上 120億円 未満 93 × （平均利益額） ÷ 2,000,000 ＋ 1,306

7 80億円 以上 100億円 未満 104 × （平均利益額） ÷ 2,000,000 ＋ 1,251

8 60億円 以上 80億円 未満 122 × （平均利益額） ÷ 2,000,000 ＋ 1,179

9 50億円 以上 60億円 未満 70 × （平均利益額） ÷ 1,000,000 ＋ 1,125

10 40億円 以上 50億円 未満 79 × （平均利益額） ÷ 1,000,000 ＋ 1,080

11 30億円 以上 40億円 未満 92 × （平均利益額） ÷ 1,000,000 ＋ 1,028

12 25億円 以上 30億円 未満 54 × （平均利益額） ÷ 500,000 ＋ 980

13 20億円 以上 25億円 未満 60 × （平均利益額） ÷ 500,000 ＋ 950

14 15億円 以上 20億円 未満 70 × （平均利益額） ÷ 500,000 ＋ 910

15 12億円 以上 15億円 未満 48 × （平均利益額） ÷ 300,000 ＋ 880

16 10億円 以上 12億円 未満 37 × （平均利益額） ÷ 200,000 ＋ 850

17 8億円 以上 10億円 未満 42 × （平均利益額） ÷ 200,000 ＋ 825

18 6億円 以上 8億円 未満 48 × （平均利益額） ÷ 200,000 ＋ 801

19 5億円 以上 6億円 未満 28 × （平均利益額） ÷ 100,000 ＋ 777

20 4億円 以上 5億円 未満 32 × （平均利益額） ÷ 100,000 ＋ 757

21 3億円 以上 4億円 未満 37 × （平均利益額） ÷ 100,000 ＋ 737

22 2億5,000万円 以上 3億円 未満 21 × （平均利益額） ÷ 50,000 ＋ 722

23 2億円 以上 2億5,000万円 未満 24 × （平均利益額） ÷ 50,000 ＋ 707

24 1億5,000万円 以上 2億円 未満 27 × （平均利益額） ÷ 50,000 ＋ 695

25 1億2,000万円 以上 1億5,000万円 未満 20 × （平均利益額） ÷ 30,000 ＋ 676

26 1億円 以上 1億2,000万円 未満 15 × （平均利益額） ÷ 20,000 ＋ 666

27 8,000万円 以上 1億円 未満 16 × （平均利益額） ÷ 20,000 ＋ 661

28 6,000万円 以上 8,000万円 未満 19 × （平均利益額） ÷ 20,000 ＋ 649

29 5,000万円 以上 6,000万円 未満 12 × （平均利益額） ÷ 10,000 ＋ 634

30 4,000万円 以上 5,000万円 未満 12 × （平均利益額） ÷ 10,000 ＋ 634

31 3,000万円 以上 4,000万円 未満 15 × （平均利益額） ÷ 10,000 ＋ 622

32 2,500万円 以上 3,000万円 未満 8 × （平均利益額） ÷ 5,000 ＋ 619

33 2,000万円 以上 2,500万円 未満 10 × （平均利益額） ÷ 5,000 ＋ 609

34 １,500万円 以上 2,000万円 未満 11 × （平均利益額） ÷ 5,000 ＋ 605

35 １,200万円 以上 1,500万円 未満 7 × （平均利益額） ÷ 3,000 ＋ 603

36 1,000万円 以上 1,200万円 未満 6 × （平均利益額） ÷ 2,000 ＋ 595

37 1,000万円 未満 78 × （平均利益額） ÷ 10,000 ＋ 547

2,447

注：評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

区分 平均利益額
評　点

（平均利益額の単位：千円）

（イ　平均利益額の点数）

2億5,000万円



Z　技術職員数及び工事種類別年間平均元請完成工事高

２．総合評定値（Ｐ）の算出方法等

資-11

Ｚ＝（ア 技術職員数の点数×0.8）＋（イ 工事種類別年間平均元請完成工事高の点数×0.2）

区分

1 15,500 以上

2 11,930 以上 15,500 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 3,570 ＋ 2,065

3 9,180 以上 11,930 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 2,750 ＋ 1,998

4 7,060 以上 9,180 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 2,120 ＋ 1,939

5 5,430 以上 7,060 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 1,630 ＋ 1,876

6 4,180 以上 5,430 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 1,250 ＋ 1,808

7 3,210 以上 4,180 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 970 ＋ 1,747

8 2,470 以上 3,210 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 740 ＋ 1,686

9 1,900 以上 2,470 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 570 ＋ 1,624

10 1,460 以上 1,900 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 440 ＋ 1,558

11 1,130 以上 1,460 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 330 ＋ 1,488

12 870 以上 1,130 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 260 ＋ 1,434

13 670 以上 870 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 200 ＋ 1,367

14 510 以上 670 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 160 ＋ 1,318

15 390 以上 510 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 120 ＋ 1,247

16 300 以上 390 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 90 ＋ 1,183

17 230 以上 300 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 70 ＋ 1,119

18 180 以上 230 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 50 ＋ 1,040

19 140 以上 180 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 40 ＋ 984

20 110 以上 140 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 30 ＋ 907

21 85 以上 110 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 25 ＋ 860

22 65 以上 85 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 20 ＋ 810

23 50 以上 65 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 15 ＋ 742

24 40 以上 50 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 10 ＋ 633

25 30 以上 40 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 10 ＋ 633

26 20 以上 30 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 10 ＋ 636

27 15 以上 20 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 5 ＋ 508

28 10 以上 15 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 5 ＋ 511

29 5 以上 10 未満 63 × （技術職員数値） ÷ 5 ＋ 509

30 5 未満 62 × （技術職員数値） ÷ 5 ＋ 510

　　２：技術職員数値については、次の表に当てはめ算出する。

技術職員数値 評　点

2,335

　　Ｚの値については、次の式により算出する。

　　※　技術職員数の点数及び元請完成工事高の点数については、次の表に当てはめ算出する。
　　※　評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

（ア　技術職員数の点数）

注　１：評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。



２．総合評定値（Ｐ）の算出方法等
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1 1,000億円 以上

2 800億円 以上 1,000億円 未満 119 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 20,000,000 ＋ 2,270

3 600億円 以上 800億円 未満 145 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 20,000,000 ＋ 2,166

4 500億円 以上 600億円 未満 87 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000,000 ＋ 2,079

5 400億円 以上 500億円 未満 104 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000,000 ＋ 1,994

6 300億円 以上 400億円 未満 126 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000,000 ＋ 1,906

7 250億円 以上 300億円 未満 76 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 5,000,000 ＋ 1,828

8 200億円 以上 250億円 未満 90 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 5,000,000 ＋ 1,758

9 150億円 以上 200億円 未満 110 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 5,000,000 ＋ 1,678

10 120億円 以上 150億円 未満 81 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 3,000,000 ＋ 1,603

11 100億円 以上 120億円 未満 63 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 2,000,000 ＋ 1,549

12 80億円 以上 100億円 未満 75 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 2,000,000 ＋ 1,489

13 60億円 以上 80億円 未満 92 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 2,000,000 ＋ 1,421

14 50億円 以上 60億円 未満 55 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 1,000,000 ＋ 1,367

15 40億円 以上 50億円 未満 66 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 1,000,000 ＋ 1,312

16 30億円 以上 40億円 未満 79 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 1,000,000 ＋ 1,260

17 25億円 以上 30億円 未満 48 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 500,000 ＋ 1,209

18 20億円 以上 25億円 未満 57 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 500,000 ＋ 1,164

19 15億円 以上 20億円 未満 70 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 500,000 ＋ 1,112

20 12億円 以上 15億円 未満 50 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 300,000 ＋ 1,072

21 10億円 以上 12億円 未満 41 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 200,000 ＋ 1,026

22 8億円 以上 10億円 未満 47 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 200,000 ＋ 996

23 6億円 以上 8億円 未満 57 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 200,000 ＋ 956

24 5億円 以上 6億円 未満 36 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 100,000 ＋ 911

25 4億円 以上 5億円 未満 40 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 100,000 ＋ 891

26 3億円 以上 4億円 未満 51 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 100,000 ＋ 847

27 2億5千万円 以上 3億円 未満 30 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 50,000 ＋ 820

28 2億円 以上 2億5千万円 未満 35 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 50,000 ＋ 795

29 1億5千万円 以上 2億円 未満 45 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 50,000 ＋ 755

30 1億2千万円 以上 1億5千万円 未満 32 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 30,000 ＋ 730

31 1億円 以上 1億2千万円 未満 26 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 20,000 ＋ 702

32 8,000万円 以上 1億円 未満 29 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 20,000 ＋ 687

33 6,000万円 以上 8,000万円 未満 36 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 20,000 ＋ 659

34 5,000万円 以上 6,000万円 未満 22 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000 ＋ 635

35 4,000万円 以上 5,000万円 未満 27 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000 ＋ 610

36 3,000万円 以上 4,000万円 未満 31 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000 ＋ 594

37 2,500万円 以上 3,000万円 未満 19 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 5,000 ＋ 573

38 2,000万円 以上 2,500万円 未満 23 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 5,000 ＋ 553

39 1,500万円 以上 2,000万円 未満 28 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 5,000 ＋ 533

40 1,200万円 以上 1,500万円 未満 19 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 3,000 ＋ 522

41 1,000万円 以上 1,200万円 未満 16 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 2,000 ＋ 502

42 1,000万円 未満 341 × (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000 ＋ 241

（イ　工事種類別年間平均元請完成工事高の点数）

注１：年間平均完成工事高に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

2,865

　２：評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

区分
許可を受けた建設業に係る建設工事の

種類別年間平均元請完成工事高
評　点

（年間平均元請完成工事高の単位：千円）



Ｗ　その他社会性等

　※令和５年８月１４日以降を審査基準日とする申請から下記の式により算出する（CCUS導入状況の審査項目追加後）

　　W＝（W１＋W２+W３＋W４＋W５＋W６＋W７＋W８）×１０×１７５÷２００

（建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況　W1）

W１＝ア＋イ

有・無 点数

建設業退職金共済制度の加入 有 15

退職一時金制度・企業年金制度の導入 有 15

法定外労働災害補償制度の加入 有 15

若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況（☆１） 有 2

知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況（☆２） 有 10

ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況（☆３） 有 5

建設工事に従事する者の就業規則を蓄積するために必要な措置の実
施状況（☆４）

有 15

雇用保険の加入 無 -40

健康保険の加入 無 -40

厚生年金保険の加入 無 -40

（☆１）若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

該当 1

非該当 0

該当 1

非該当 0

項目

ア

２．総合評定値（Ｐ）の算出方法等

Wの値については、次の式により算出する。

W＝（W１＋W２＋W３＋W４＋W５＋W６＋W７＋W８）×１０×１９０÷２００

　※W１～W８の点数については、次の表に当てはめて算出する。

イ

若年技術者の継続的な育成及び確保

新規若年技術者の育成及び確保
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（☆２）知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況
　①技術者に関する評価

　　

　②技能者に関する評価
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２．総合評定値（Ｐ）の算出方法等



配点

5

4

3

2

5

3

3

4

（☆４）建設工事に従事する者の就業規則を蓄積するために必要な措置の実施状況

評点

15

10

☆２の評点は資-１６のとおり①技術者、②技能者それぞれ算式で求める数値を合算し、算出される数値を下の表にあてはめて
評点を算出する。

加点要件

審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合

審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合

プラチナえるぼし

２．総合評定値（Ｐ）の算出方法等

トライくるみん

ユースエール

女性活躍推進法に基づく認定

次世代法に基づく認定

若年雇用促進法に基づく認定

えるぼし（第３段階）

えるぼし（第２段階）

えるぼし（第１段階）

プラチナくるみん

くるみん

（☆３）ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況（取得している認定のうち最も配点の高いものを評価（最大５点））
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認定の区分

②技能者に関する評価①技術者に関する評価
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２．総合評定値（Ｐ）の算出方法等

営業年数 区分 点数 営業年数 区分 点数 営業年数 区分 点数

35年以上 (1) 60 24年以上 (12) 38 13年以上 (23) 16

34年 (2) 58 23年 (13) 36 12年 (24) 14

33年 (3) 56 22年 (14) 34 11年 (25) 12

32年 (4) 54 21年 (15) 32 10年 (26) 10

31年 (5) 52 20年 (16) 30 ９年 (27) ８

30年 (6) 50 19年 (17) 28 ８年 (28) ６

29年 (7) 48 18年 (18) 26 ７年 (29) ４

28年 (8) 46 17年 (19) 24 ６年 (30) ２

27年 (9) 44 16年 (20) 22 ５年以下 (31) 0

26年 (10) 42 15年 (21) 20

25年 (11) 40 14年 (22) 18

（建設業の営業継続の状況　Ｗ２）
　Ｗ２＝ア＋イ

ア　営業年数

適用の有無 区分 点数

無 （１） ０

有 （２） -60

　イ　民事再生法又は会社更生法の適用の有無

（法令遵守の状況　Ｗ４）

法令遵守の状況 区分 点数

無 （１） ０

指示処分を受けた場合 （２） －15

営業の全部又は一部の
停止処分を受けた場合

（３） －30

防災協定締結の有無 区分 点数

有 （１） 15

無 （２） ０

（防災活動への貢献の状況　Ｗ３）

20



２．総合評定値（Ｐ）の算出方法等
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　Ｗ５＝ア＋イ

ア　監査の受審状況

監査の受審状況 区分 点数

会計監査人の設置 -1 20

会計参与の設置 -2 10

経理処理の適正を確認した旨の
書類の提出

-3 2

無 -4 0

（建設業の経理の状況　Ｗ５）

イ　公認会計士等の数

公認会計士等数値については、次の表に当てはめ算出する。

公認会計士等数値＝（公認会計士等の数×１）＋（２級登録経理試験合格者の数×0.4）

年間平均 項目

完成工事高 区分 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

点数 10 8 6 4 2 0

10.8以上 7.2以上 5.2以上 2.8以上

13.6未満 10.8未満 7.2未満 5.2未満

6.8以上 4.8以上 2.8以上 1.6以上

8.8未満 6.8未満 4.8未満 2.8未満

3.2以上 2.4以上 1.2以上 0.8以上

4.4未満 3.2未満 2.4未満 1.2未満
1.6以上 1.2以上 0.8以上 0.4以上

2.4未満 1.6未満 1.2未満 0.8未満

0.8以上 0.4以上

1.2未満 0.8未満

0.4以上 ― ― ― ― 01億円未満

10億円以上　 40億円未満 2.4以上 0.4未満

1億円以上　 10億円未満 1.2以上 ― ― 0

150億円以上　600億円未満 8.8以上 1.6未満

40億円以上　150億円未満 4.4以上 0.8未満

公認会計士等数値

600億円以上 13.6以上 2.8未満



（国又は国際標準化機構が定めた規格による登録の状況　W８）

点数

10
8
5
5
3
0

ISO第14001号の登録
エコアクション21の認証
無

２．総合評定値（Ｐ）の算出方法等

※ISO第14001号の登録とエコアクション21の認証いずれも取得している場合、これらの評点は合算せず、５点のみの評価とする。

ISO第9001号及びISO第14001号の登録
ISO第9001号の登録及びエコアクション21の認証
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国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

ISO第9001号の登録

（建設機械の保有状況 Ｗ７） 

建設機械の所有及びリース台数 点数 建設機械の所有及びリース台数 点数 

15台以上 15 7 台 11 

14 台 15 6 台 10 

13 台 14 5 台 9 

12 台 14 4 台 8 

11 台 13 3 台 7 

10 台 13 2 台 6 

9 台 12 1 台 5 

8 台 12 保有なし 0 

 

（研究開発の状況 Ｗ６） 

平均研究開発費の額 点数 平均研究開発費の額 点数 

100 億円以上  25 11 億円以上 12 億円未満 12 

75 億円以上 100億円未満 24 10 億円以上 11 億円未満 11 

50 億円以上 75億円未満 23 9 億円以上 10 億円未満 10 

30 億円以上 50億円未満 22 8 億円以上 9億円未満 ９ 

20 億円以上 30億円未満 21 7 億円以上 8億円未満 ８ 

19 億円以上 20億円未満 20 6 億円以上 7億円未満 ７ 

18 億円以上 19億円未満 19 5 億円以上 6億円未満 ６ 

17 億円以上 18億円未満 18 4 億円以上 5億円未満 ５ 

16 億円以上 17億円未満 17 3 億円以上 4億円未満 ４ 

15 億円以上 16億円未満 16 2 億円以上 3億円未満 ３ 

14 億円以上 15億円未満 15 1 億円以上 2億円未満 ２ 

13 億円以上 14億円未満 14 5,000 万円以上 1億円未満 １ 

12 億円以上 13億円未満 13 5,000万円未満  ０ 

 



申　請　様　式（様式第二十五号の十四）



様式第二十五号の十四（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード 整理番号

許可年月日

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人

1.一般

2.特定

20

電 話 番 号

許 可 を 受 け て い る
建 設 業

１ ５

井 具

郵 便 番 号 １ ４ －

20

代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

１ ０

商 号 又 は 名 称 ０

5 10

９

15

23 25 30

3

, ,

5

処 理 の 区 分 ０ ６

3

日

3

申 請 等 の 区 分 ０ ５

年 月審 査 基 準 日 ０ ４ 令和

日
知事 知事 特

3 5

年 月号 令和許可（
般

－ ）第
前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

０ ３
大臣

コード
国土交通大臣

月 日
知事 知事 特

3 5 10 11 15

号 令和 年許可（
般

－ ）第
申 請 時 の
許 可 番 号

０ ２
大臣

コード
国土交通大臣

3 5 10 11 15

－年 月 日月 日 令和申 請 年 月 日 ０ １ 令和 年

令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　

地方整備局長
北海道開発局長

知事 殿

項 番 請求年月日
3 5 9 10 15 20

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ １

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書
経営規模等評価再審査申立書
総 合 評 定 値 請 求 書

20 25

法 人 又 は 個 人 の 別 ０ ７ （ ）

4 5 10 14 153

,
3 5 10 15 20

（千円）

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ８

35 40

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

１ １

3 5

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

１ ２

10 15 20

主たる営業所の所在地 １ ３

3 5

23 25 30 35 40

3 5 10 15

内建 左 と 石 屋 絶 通筋 しゆ 塗鋼大 消 解

3 5 10 15 20 25 30

土 電 舗 防 園管 タ 板 ガ 清水機

）

3 5 10 15 20 25 30

（

経 営 規 模 等 評 価 等
対 象 建 設 業

１ ６



審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記入すること。次に記載すること。

連絡先

所属等

ファックス番号

10

,

審 査 対 象 事 業 年 度

営 業 利 益

（千円）
= 営業利益+減価償却実施額

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

(千円)

3

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１

5

,
８

,

自 己 資 本 額 １ ７
, ,

項 番
3 5 10 13

,
) 基 準 決 算（千円） ( (千円)

’ ’ ’

(千円)
審査基準日

’ ’ ’

直 前 の

利益額（利払前税引前償却前利益）

(千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

営 業 利 益

減 価 償 却
実 施 額

(千円)

１ ９

(千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

減 価 償 却
実 施 額

,
（人）

3 5

3 5

氏名 電話番号

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項 再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

２ ０

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

第　　　　　　　　号 令和　　　年　　　月　　　日

技 術 職 員 数



別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

35

40

, , ,

25 30 35

, , ,

40

,, , , , ,

3320 25 3023

合　計
,

133

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

,

15

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

,

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

5 10

３ ４

その他   工事

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

,,

33

３ ３

2313

その他

10 205 15

, ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表

工事

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

,

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

, ,

項 番

３ １ 自

3

,, ,,

３ ２
,

3 5 6 10 15 16

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

工事の種類

工事

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

25 26 30

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

, ,

,

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審 査 対 象事 業年 度の
前 審 査 対象 事業 年度

    年    月～    年    月

年

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

16

,

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

20

,

業 種
コード

3 65

3 5

完 成 工 事 高 計 算 表

,

15

,

（用紙Ａ４）

）月

,

16

（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円）元 請 完 成 工 事 高

, , , ,

２０２ ０ ０

至 自 至月年

計算基準の区分審査対象事業年度

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

年 月

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

工事

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

完 成 工 事 高

3010

完 成 工 事 高

年 （

30

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,,
２３

, , ,, ,

40

,

45

6 10 15 40 45

26

26 3625

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

40 45

,

20

,, , ,
３ ２

4536

,

15

,

6

,

16

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

,,

40

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

２
,

30 3525 26

３
,

5

工事

3 20

, , ,

工事の種類

1915

35 36

35

36

（千円）

17

35

,

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

10

,

, , ,

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

, ,

完 成 工 事 高 計 算 表

9 1310 11

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

,

5 7

20 25

,

（千円）

月

    年    月～    年    月

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

審 査 対 象事 業年 度の
前々審査対象事業年度



別紙二

30 年 月 日

月 日 8 ２

8 ２

29 年

8 ２

月

28 年 月 日

27 年

8 ２

日 8 ２

２

26 年 月 日

25 年 月 日 8

24 年 月 日 8 ２

月23 年

8 ２

日 8 ２

２

22 年 月 日

21 年 月 日 8

20 年 月 日 8 ２

月19 年

8 ２

日 8 ２

２

18 年 月 日

17 年 月 日 8

16 年 月 日 8 ２

月15 年

8 ２

日 8 ２

２

14 年 月 日

13 年 月 日 8

12 年 月 日 8 ２

月11 年

8 ２

日 8 ２

２

10 年 月 日

９ 年 月 日 8

８ 年 月 日 8 ２

７ 年

8 ２

月 日 8 ２

２

６ 年 月 日

５ 年 月 日 8

8 ２４ 年 月 日

月 日 8 ２３ 年

8 ２２ 年 月 日

月 日 8 ２１ 年

講
習
受
講

監理技術者資格者証
交付番号

CPD単位
取得数

10

頁

通番

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

業種
コード

有資格
区分

コード

3 5

頁 数 8 １

講
習
受
講

業種
コード

有資格
区分

コード

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ５

技　術　職　員　名　簿

項 番 3 5



別紙三

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

雇用保険加入の有無

健康保険加入の有無

厚生年金保険加入の有無

〔1.該当、2.非該当 〕

建設業の営業継続の状況

〔1.有、2.無 〕

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ６ ７ 〔1.有、2.無 〕

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ６ ６ 〔1.有、2.無 〕

（台）

3

エコアクション２１の認証の有無 ６ ５ 〔1.有、2.無 〕

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ６ ４

(千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)
,

（千円）
,

研究開発費（２期平均） ６ ３
,

（人）

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

3 5 10

（人）

3 5

二級登録経理試験合格者等の数 ６ ２
,

3 5

公認会計士等の数 ６ １
,

3

監査の受審状況 ６ ０
  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3

指示処分の有無 ５ ９ 〔1.有、2.無 〕

3

営業停止処分の有無 ５ ８ 〔1.有、2.無 〕

令和      年     月     日 令和

3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

     年     月     日

3

防災協定の締結の有無 ５ ７ 〔1.有、2.無 〕

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ５ ６ 令和    年     月     日

営業年数 ５ ５

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要
な措置の実施状況

５ ４ 〔1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日 休業等期間 備考（組織変更等）

（年）
昭和
平成
令和

   年     月     日 年　　　　か月

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 ５ ３ 〔1.ユースエール認定、2.非該当 〕

3

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ５ ２ 〔1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当 〕

3

15 20

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ
く認定の状況

５ １
  1.えるぼし認定（1段階目）、2.えるぼし認定（2段階目）、
  3.えるぼし認定（3段階目）、4.プラチナえるぼし認定   、5.非該当

3

（人）

3

（人） 控除対象者数
,,

技能レベル向上者数 ５ ０
,

,
CPD単位取得数 ４ ９

（人） 技能者数

3 5 9 10

（単位） 技術者数
,,

3 5 10 11 15

（人）

新規若年技術職員の育成及び確保 ４ ８ 〔1.該当、2.非該当 〕

(人)若年技術職員の継続的な育成及び確保 ４ ７

(人)

3 新規若年技術職員数(Ｃ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

3 技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

(人)

3

建設業退職金共済制度加入の有無 ４ ４ 〔1.有、2.無 〕

3

法定外労働災害補償制度加入の有無 ４ ６ 〔1.有、2.無 〕

3

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 ４ ５ 〔1.有、2.無 〕

3

その他の審査項目（社会性等）

項 番 3

４ １ 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

４ ３ 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

3

４ ２ 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕



・１ 経営規模等評価申請・総合評定値請求にかかるチェックリスト

・２ 工事種類別完成工事高付表　（別記様式第１号）

・３ 経理処理の適正を確認した旨の書類　（別記様式第２号）

・４ 継続雇用の適用を受けている技術職員名簿　（別記様式第３号）

・５ CPD単位を取得した技術者名簿　（別記様式第４号）

・６ 技能者名簿　（別記様式第５号）

・７建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書（別記様式第６号）

・８ 建設機械様式（建設機械の保有状況一覧表）

・９ 建設機械誓約書

・10 建設業経理事務士等名簿

・11 ISOに係わる誓約書

・12 技術職員名簿データサンプル（概ね２００名以上の技術者がいる場合）

・13 １級監理受講者名簿

・14 審査手数料印紙貼付書

・15 経営規模等評価申請・総合評定値請求の取り下げ願い

・16 工事経歴書

・17 建設業に係わる訂正の届出書

・18 宛先用紙（※郵送用封筒に貼り付け用）

　　（「工事経歴書」・「直前３年の各事業年度における工事施工金額」等の訂正が必要になった
　　場合の毎事業年度終了時における「変更届出書」の訂正の届出様式）

参　考　様　式



R5.1.4 許可番号 申請者

確認書類は返却いたしません。原本の提出が必要な書類以外は、必ず写し（コピー等）を提出して下さい。　

確認書類については、経営事項審査結果通知書の発行日翌日から１ヶ月を経過した日以後に、「溶解処理」致します。

番号
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

＊該当する□にチェックを入れてください。
＊番号１．２．３について前年・前々年、未受審の場合は２期分又は３期分（前年審査基準日に他の許可行政庁で受審している時は１期分で可）

24

・監査に係る証明がある場合で次の①から③で該当するもの
□①会計監査人設置会社における有価証券報告書又は、監査証明書の写し［監査受審状況１の場合］
□②会計参与設置会社における会計参与報告書の写し［監査受審状況２の場合］
□③建設業経理士等名簿（２級除く）に記載した者のうち経理実務責任者に該当する者が自らの署名を付した経理処理の適正を確認した旨の書類
　　　様式第２号（原本）［監査受審状況３の場合］

・公認会計士、税理士、１～２級登録経理試験合格者に係る次の①～③
□①建設業経理士等名簿　　②□公認会計士・税理士としての登録を証する書面の写し、登録経理試験の合格証又は登録経理講習の修了証の写し
□③健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書の写し又は被保険者縦覧照会回答票(適用年月が審査基準日月より前の直近のもの)

・研究開発費に係る書面で次の①か②のいずれか
□①規則別記様式第十七号の二による注記表の写し　　□②有価証券報告書の一部の写し

・建設機械に係る書面で次の①から⑤で該当するもの
□①建設機械様式（建設機械の保有状況一覧表）
□②売買・譲渡契約書、リース契約書（自動更新含め審査基準日より１年７ヶ月のリース期間があること）の写し※前年受審時の建設機械様式に記載があるものは提出不
要

□③誓約書（審査基準日より１年７ヶ月のリース期間がないリース契約で、更新又は買取りをすることが明確な場合）
□④オフロード車：特定自主検査記録表の写し、カタログ写し（カタログがない場合は写真）※カタログは前年受審時の建設機械様式に記載があるものは添付不
要

□⑤オンロード車：ダンプ車→車検証（有効期間が分かる箇所を含む）、移動式クレーン→移動式クレーン検査証

・エコアクション２１の認証を受けていることを証明する書面
□一般財団法人持続性推進機構による「認証・登録証」の写し（審査基準日が認定・登録日以降であり、有効期限以前であること）

・ＩＳＯ９００１又は１４００１に登録されていることを証明する書面の写しで①、②と③は該当する場合
□①登録証（付属書を含む）　　　□②組織マニュアル等（登録証及び付属書では許可のある本・支店全てＩＳＯ取得していることが確認出来ない場合）
□③誓約書（前年受審時が有で、前年基準日以降に新たな許可を受けた営業所について認証手続き中の場合）

・防災協定の締結をしている場合で次の①か②で該当するもの
□①国、地方公共団体等と直接締結している防災協定書の写し
□②所属団体が防災協定を締結している場合は、所属団体が締結している協定書の写し及び審査基準日時点で加入を証明する書類

・技術職員名簿に記載している者に係る次の①及び②③のいずれか、④⑤は該当する場合※許可替えの場合は前年受審時の技術職員名簿も添付
□①健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書の写し又は被保険者縦覧照会回答票(いずれも適用年月が審査基準日月より前の直近のもの)
□②健康保険証の写し（事業所名の記載のあるもの）又は、「資格取得確認および標準報酬決定通知書」
□③健康保険組合理事長による資格取得日の証明（標準報酬月額を含めて証明した場合、①のうち健康保険に係る標準報酬決定通知書の省略可）
□④住民税特別徴収税額通知書の写し（特別徴収義務者用及び納税義務者用)(個人で従業員5人未満の事業所又は、後期高齢者医療制度適用(原則75才以
上)を受けている者）

□⑤技術職員電子データ（技術職員が概ね200名を超える場合でＣＤ等の電子媒体に技術職員のデータ（参考様式有り）を入れたもの）
＊②③について、①で被保険者縦覧照会回答票を提出している場合は提出不要。また、標準報酬決定通知書を提出している場合で、前年受審時の名簿に記載していた者

は、定年後に再雇用で切り替えた時を除き提出不要。

・技術職員名簿に記載している継続雇用制度の適用を受けている者に係る書面 （高年齢者雇用安定法に基づき継続雇用となった65才以下の者）
□⑥「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」様式第３号
・定年を超える(定年等の定めがない場合は60才以上の)常勤役員がいる場合は次の⑦（⑦を作成していない場合は⑧）
□⑦法人税の確定申告における別表役員報酬手当及び人件費内訳写し
□⑧商業・法人登記簿謄本（登記事項証明書）の写し及び許可変更届に添付した別紙一「役員一覧表」
・技術職員名簿に記載している役員を除く６０才以上の者に係る次の⑨と⑩
□⑨労働基準監督署の受付印のある就業規則又は準じるものの写し（継続雇用制度及び定年制度の内容を確認できるもの）
□⑩個別の労働契約書等(就業規則等の定めがない場合で６０才以上の者及び就業規則で定める定年を過ぎても雇用期間を限定することなく常時雇用されている者)

・技術職員名簿に記載している者に係る検定又は試験の合格証その他の当該職員が有する資格に係る書面
□①合格証(卒業証明書)等の写し（前年受審時に技術職員名簿に記載していた場合は有効期限のあるものを除き提出不要）
・１級監理受講者がいる場合（講習受講１）は次の②と③は必須（④を提出した時は提出不要の場合あり）、④は選択
□②監理技術者資格者証の写し（有効期限が審査基準日以降のもの）
□③講習修了証の写し又は監理技術者資格者証の裏面（審査基準日が講習を受講した日の属する年の翌年から起算して５年を経過していないもの）
□④１級監理受講者名簿（前年受審時にも当該名簿を提出している時は、１度提出した監理技術者資格者証と講習修了証は有効期限内は提出不要)

・労働（雇用）保険に係る次の①と②（但し、番号10の法定外労災が準記名式普通傷害保険の場合は、労災保険に係るものも添付）
□①労働保険概算・確定保険料申告書［控］の写し　□②納入に係る審査基準日を含む期（年度）の領収証書の写し

□健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る審査基準月の領収証書又は、納入証明書の写し

□建設業退職金共済事業加入・履行証明書（経営事項審査用）の写し

□退職一時金制度又は企業年金制度に係る次のいずれかの書面
　中小企業退職金共済制度若しくは特定退職金共済団体制度への加入を証明する書面、労働基準監督署長の印のある就業規則又は労働協約の写し〔退職一時金規程を含
むもの〕、厚生年金基金への加入を証明する書面、適格退職年金契約書、確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠出年金への加入を証明する書面、確定給付企業年
金の企業年金基金の発行する企業年金基金への加入を証明する書面、資産管理運用機関との間の契約書の写し

□法定外労働災害補償制度加入に係る次のいずれかの書面
　（公財）建設業福祉共済団、（一社）全国建設業労災互助会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者の労働災害補
償制度への加入を証明する書面又は労働災害総合保険若しくは準記名式の普通傷害保険の保険証券の写し

・知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況に係る以下の書面で①から⑤で該当するもの
□①「CPD単位を取得した技術者名簿（技術職員名簿に記載のある者を除く）」（様式第4号）
□②「技術職員名簿」及び「CPD単位を取得した技術者名簿」に記載した者が取得したCPD単位数を証する書面等の写し
□③「技能者名簿」（様式第5号）　　　　　　□④能力評価（レベル判定）結果通知書の写し
□⑤審査基準日において稼働している工事に係る作業員名簿　　　※②及び④に計上されている方については番号「４」の書類も必要

・ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況に係る次の①と②
□①基準適合一般事業主認定通知書の写し（通知日が審査基準日以前であること）
□②審査基準日時点で認定の取消および辞退が行われていないことを証する書類
　　えるぼし、くるみん：厚生労働省の公表資料である認定企業一覧の申請企業名が記載されている箇所の写し
　　ユースエール　　　：厚生労働省の若者雇用促進総合サイトに公表されている「ユースエール認定企業一覧」の企業情報詳細ページの写し（会社概要
まで）
※本項目は令和５年８月１４日以降を審査基準日とする申請に限り評価する。それ以前の申請においては、要件を満たしている場合でも加点対象とし
ない。
□建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況に係る書面
　建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書（様式第６号）

・審査対象営業年度に再生手続又は更生手続の開始又は終結の決定を受けた場合に係る書面
□再生又は更正手続き開始の決定を証明する書面又は、再生又は更正の手続き終結の決定を証明する書面の写し

・自己資本額、利益額に係る次の①と② （経営状況分析結果通知書に参考値が記載されている場合は、特殊経審・決算期変更時を除き提出不要）
□①減価償却費として計上した金額を証明する書類の写し（法人税確定申告書別表十六（一）及び（二）他）
□②貸借対照表及び損益計算書の写し（規則別記様式第十五号及び十六号によるもの）

国土交通大臣許可業者用

経営規模等評価申請・総合評定値請求にかかるチェックリスト　＊別途追加資料を提出して頂く場合があります。
確　認　書　類

□消費税確定申告書［控］・添付書類〔付表２〕・消費税納税証明書〔その１〕の写し（審査対象営業年度のもの）・電子申告の場合は、分かる資料

□工事請負契約書の写し又は、「注文書と請書のセット」の写しのいずれか

　（元請・下請の区別なく、工事経歴書記載の工事のうち各審査対象建設業の種類毎に完成工事高の高い方から各３件（記載が３件未満の場合は全て）



別記 （用紙Ａ４）

様式第１号

申請者

工事種類別完成工事高付表

経営規模等評価対象建設業に係る建設工事の
完成工事高（積み上げ後）

左に含める完成工事高



（用紙Ａ４）

　近畿地方整備局長　様

年 月　 　日

以上

様式第２号

商号又は名称
所属・役職

　　　氏　名              　　               

経理処理の適正を確認した旨の書類

　　　　　　　　　　　　の令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日までの
第　　　期事業年度における計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び注記表について、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準その他の企業会計の慣行をしん酌され作成されたものであること及び別添の会計処理
に関する確認項目の対象に係る内容について適正に処理されていることを確認しました。

  私は、建設業法施行規則第１８条の３第３項第２号の規定に基づく確認を行うため、



様式第３号 （用紙Ａ４）

年　　　月　　　日
　　近畿地方整備局長　殿

住　　　所
商号又は名称
代表者氏名

通　番

記載要領

・通番、氏名及び生年月日は、規則別記様式第２５号の１４・別紙２の記載と統一すること。

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

氏　　名

　建設業法施行規則別記様式第２５号の１４・別紙２の技術職員名簿に記載した者のうち、下
表に掲げる者については、審査基準日において継続雇用制度の適用を受けていることを証明し
ます。

生　年　月　日

・規則別記様式第２５号の１４・別紙２の技術職員名簿に記載した者のうち、審査基準日にお
いて継続雇用制度の適用を受けている者（６５歳以下の者に限る。）について記載すること。



様式第４号
（用紙A４）

　　　年　　　月　　　日

通番 氏名 生年月日 CPD単位

　　なお、小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

CPD単位を取得した技術者名簿
（技術職員名簿に記載のある者を除く）

上記技術者が取得したCPD単位の合計（①）
技術職員名簿に記載のある技術職員が取得したCPD単位合計（②）
CPD単位総計（①＋②）

記載要領

１　この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又

　　は同法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者であって、規則

　　別記様式第25号の14・別紙２に記載のない者について作成すること。

2　｢CPD単位｣の欄には、技術者がＣＰＤ認定団体によって修得を認定された単位数を、告示別表第十八の左欄に掲げる

　　CPD認定団体ごとに右欄に掲げる数値で除し、30を乗じた数値を記載すること。



様式第５号
（用紙A４）

　　年　　月　　日

通番 氏名 生年月日 評価日
レベル

向上の有無
控除対象

合計 （人） （人） （人）

　　該当する者（ただし、建設工事の施工の管理のみに従事した者は除く。）について作成すること。

技能者名簿

記載要領

１　この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準日以前三年間に、建設工事の施工

　　に従事した者であって、建設業法施行規則第十四条の二第二号チ又は同条第四号チに規定する建設工事に従事する者に

５　本表の最後の行には、作成対象となる技能者、｢レベル向上の有無｣の欄に○印が記載された者、｢控除対象｣の欄に○印

　　が記載された者、それぞれの合計人数を記載すること。

２　｢評価日｣の欄には、技能者が審査基準日以前において認定能力評価基準により評価を受けている場合、その最も新しい

　　評価を受けた日を記載すること。

３　｢レベル向上の有無｣の欄には、審査基準日以前三年間に、能力評価基準により受けた評価の区分が、審査基準日の三年

　　前の日以前に受けた最新の評価の区分より１以上上位であった者に該当する場合に、○印を記載すること。

４　｢控除対象｣の欄には、審査基準日の３年前の日以前に能力評価基準により評価が最上位の区分に該当するとされた者の

　　場合に、○印を記載すること。　



様式第6号
（用紙A４）

　地方整備局長
北海道開発局長
　　　　　知事 殿

　　年　　月　　日

住所
商号又は氏名
代表者氏名

申請区分 （１．全ての建設工事、２．全ての公共工事）

科　　　目 件　　　数

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書
及び

情報共有に関する同意書

令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日までの期間に発注者から直接請け
負った建設工事について、以下のとおり、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必
要な措置を実施していることを誓約します。
　また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一般財団法
人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を行うこと
に同意します。

建設キャリアアップシステム事業者ID

合　　　計 件

措置実施工事 件

措置未実施工事
軽微な工事 件

災害応急対策 件



記載要領
　１　「　  地方整備局長
　　　　　北海道開発局長　については、不要のものを消すこと。
　　　　　　　　　　知事」
　２　「申請区分」の欄については、カラム内に該当する数字を記入すること。
　３　 表には、許可に係る建設工事の種類に関わらず、審査基準日以前１年のうちに発注者から直接請
　　　け負った建設工事のうち、「申請区分」の欄に記入した区分が「１」の場合は日本国内における
　　　全ての建設工事について、「２」の場合は日本国内における全ての公共工事について記載するこ
　　　と。
　　　 なお、表中に記載する内容が該当しない場合には、「０」を記載又は空欄とすること。
　４　「措置実施工事」とは、告示第一の四の１の(十)に掲げる建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積
　　　する為に必要な措置を実施した建設工事又は公共工事をいう。
　　　なお、当該措置を実施した建設工事においては、以下に掲げる軽微な工事及び災害応急工事等に
　　　ついても、当該項目に含むものとする
　５　「軽微な工事」とは、建設業法施行令第一条の二第一項に掲げる建設工事をいう。
　６　「災害応急対策」とは、防災協定に基づき行う災害応急対策若しくは既に締結されている建設工
　　　事の請負契約において当該請負契約の発注者の指示に基づき行う災害応急対策をいう。



リース開始日 リース期間満了日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日
ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー 自社所有
・移動式クレーン・ダンプ車・高所作業車・締固め用機械・解体用機械 リース 年　　月　　日 年　　月　　日

15
年　　月　　日

14
年　　月　　日

13
年　　月　　日

12
年　　月　　日

11
年　　月　　日

10
年　　月　　日

9
年　　月　　日

8
年　　月　　日

7
年　　月　　日

6
年　　月　　日

5
年　　月　　日

4
年　　月　　日

3
年　　月　　日

2
年　　月　　日

種別又は規格
所有・リース

の別
取得年月日

備考

1
年　　月　　日

ページ番号○／○

建設機械の保有状況一覧表

審査基準日：　　　　年　　月　　日
申請者

Ｎｏ． 建設機械の種類 メーカー名 型式 製造・車体番号



【記載要領（例）】
※項番「６４」で記入した台数分の評価対象建設機械を全て記載すること。

※「建設機械の種類」欄は、該当するものを丸で囲むこと。

※「種別又は規格」欄は、「建設機械の種類」欄にて選択した機種ごとに下記につき記載すること。

　①「ショベル系掘削機」にあっては、ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有する旨。（例：バックホウ）

　②「ブルドーザー」にあっては、自重。（例：3.89トン）

　　⑨「解体用機械」にあたっては、ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機のいずれかを記載。

※「所有・リースの別」欄は、「自社所有」又は「リース」の該当する方を○で囲むこと。

※「所有・リースの別」欄において「自社所有」を選択した場合は「取得年月日」を、「リース」を選択した場合は「リース開始日」及び「リース期間満了日」を記載すること。

　③「トラクターショベル」にあっては、バケット容量。（例：1.2立方メートル）

　④「モーターグレーダー」にあっては、自重。（例：10.0トン）

　⑤「移動式クレーン」にあっては、つり上げ荷重。（例：7.0トン）

　⑥「ダンプ車」にあたっては、ダンプ、ダンプフルトレーラ、ダンプセミトレーラのいずれかを記載。

　　⑦「高所作業車」にあたっては、作業床の高さ

　　⑧「締固め用機械」にあたっては、ロードローラー（ハンドガイドローラーを含む）、タイヤローラー、振動ローラー、のいずれかを記載。



　年　　　　月　　　　日

＊1　建設機械の車体番号等を記入して下さい。

　リース契約書において審査基準日から１年７ヶ月以上の使
用期間が定められていない建設機械（　　　　　　　　　　　　）*1

については更新又は購入を行い、審査基準日から１年７ヶ月
以上の期間、使用することを誓約します。

商号又は名称
代表者名

誓　　約　　書　



番号 取得級 氏名 生年月日 年齢
(基準日時点)

備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

＊１　取得級欄には、公認会計士・会計士補・税理士の場合はその資格名を記載
＊２　継続雇用制度の適用を受けている者は記載できません

建設業経理士等名簿



　年　　　　月　　　　日

*1　認証を受けているＩＳＯの種類を記載。

*2　新たに許可を受けた支店（営業所）名を記載。

誓　　約　　書　

商号又は名称
代表者名

　令和　　年　　月　　日基準日（前年基準日）時点では、建設業の許可を受
けている全ての本支店・営業所等についてＩＳＯ（　　　　）*1の認証を
受けていましたが、令和　　年　　月　　日基準日（前年基準日）以降新たに
（　　　　　）*2の許可を受けたため、今回基準日時点では（　　　　）*2
はＩＳＯ登録証等に記載されていません。
　現在、（　　　　）*2は認証の手続中であり、次回基準日の申請時には、
　（　　　　）*2を含んだ登録証を提出することを誓約します。



申請者

審査基準日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

＊１　参考様式ですので、適宜作成してください。
＊２　別紙２技術職員名簿と通番が一致すること。
＊３　保険データ・監理技術者資格者証証有効期限・講習修了年月日等は、可能であれば記載願います。
＊４　各項目データはエクセル検索可能な形式でお願いします。（セルの結合、シートの分割はしないでください）

標準報酬
月額

(千円)

CPD
単位
取得
数

有資格
区  分
コード

講
習
受
講

監理技術者資
格

者証交付番号

監理技術者
資格者証
有効期限

講習修了
年月日

健康保険資
格

取得日

技術職員名簿データ(200名以上)

通番

新
規
掲
載
者

氏　　　名 生年月日
審査基
準日現
在の満
年齢

業種
コー
ド

有資格
区  分
コード

講
習
受
講

業種
コー
ド



申　請　者

審査基準日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

＊１　参考様式ですので適宜作成してください。
＊２　別紙２技術職員名簿と通番が一致すること。（講習受講１以外の技術職員は、記載省略可）
＊３　監理技術者資格者証有効期限は、審査基準日以降であること。
＊４　審査基準日が講習を受講した日の属する年の翌年から起算して５年を経過していないこと
＊５　前年受審時にも当該名簿を提出している時は、１度提出した監理技術者資格者証と講習修了証は有効期限内は省略可。

監理技術者資格
者証交付番号

監理技術者資格
者証有効期限

講習修了年月日

１級監理受講者名簿

通番

新
規
掲
載
者

氏　　　名 生　年　月　日
審査基
準日現
在の満
年齢

業種
コー
ド

有資格
区  分
コード

講
習
受
講

業種
コー
ド

有資格
区  分
コード

講
習
受
講



申請業種数 業種　

　　　（消印はしないでください）

審査手数料印紙貼付書

※１　手数料の内訳は、基本手数料８，５００円、その他１業種につき２，５００円。
※２　印紙は、当該用紙又は任意の用紙もしくは申請書空欄に貼付して提出して下さい。

経営事項審査・審査手数料早見表

１業種 11,000 １５業種 46,000
２業種 13,500 １６業種 48,500
３業種 16,000 １７業種 51,000
４業種 18,500 １８業種 53,500
５業種 21,000 １９業種 56,000
６業種 23,500 ２０業種 58,500
７業種 26,000 ２１業種 61,000
８業種 28,500 ２２業種 63,500
９業種 31,000 ２３業種 66,000

１０業種 33,500 ２４業種 68,500
１１業種 36,000 ２５業種 71,000
１２業種 38,500 ２６業種 73,500
１３業種 41,000 ２７業種 76,000
１４業種 43,500 ２８業種 78,500

２９業種 81,000



令和　　年　　月　　日

　近畿地方整備局長　　殿

住　　　　所
商号又は名称
代表者氏名                           　　
代理人氏名                               

　

　
経営規模等評価申請
総合評定値請求

       記

　　　　　取下げ理由

 の取り下げ願い

　　令和　　年　　月　　日付けで標記申請（審査基準日令和　　年　　月　　日）をしましたが、
下記の理由により申請等の取り下げをいたします。

国土交通省



 様式第二号（第二条、第十九条の八関係）  （用紙Ａ４）

元請 JV 工事現場のあ
る

又は の 都道府県及び うち、  完成又は

下請 別 市区町村名    ・PC  完成予定年月

の別  主任技術者 監理技術者    ・法面処理

   ・鋼橋上部

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

 

 

着 工 年 月

千円千円

工　事　経　歴　書

（建設工事の種類）　　　　　　　　　　　　工事　 （　税抜　）

注　文　者 工　事　名 配  置  技  術  者 請 負 代 金 の 額 工　　期

氏　　名  主任技術者又は監理技術者

 の別（該当箇所にﾚ印を記載）

 小　　計
件 千円 千円

うち　元請工事

 合　　計
件 千円 千円

うち　元請工事

千円 千円



       令和     年     月      日

 国土交通大臣 許可番号   （般・特－    ）第          　   　　 号

所 在 地

商号又は名称

近畿地方整備局長　　殿 代表者氏名

担当者・申請代理人の氏名

電話

　 □①　建設業許可申請書等の記載事項の訂正 (書類受付日　令和　　年　　月　　日)

□②　組織変更等に伴う従前の会社等の決算の届出

　　　　事業年度　　 令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

　　　　従前の会社等　 所在地

商号又は名称

代表者氏名

許可番号　般・特-　　　第　　　　　　　　号(最終の許可番号)

□③　その他　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　※１　該当する項目の前の□に✓を入れ、具体的な内容を記入して下さい。
　※２　訂正後の様式は、訂正にかかわるもの全てを添付して下さい。
　※３　訂正箇所を明白にするため、朱書きで、訂正前の文字等を二重線で消し、訂正後の
　　　　 文字等を余白に記入して下さい。
　※４　訂正の場合は、申請書・変更届の書類ごとに作成して下さい。

建設業に係る訂正等の届出書

下記の内容について、届出いたします。

訂　正　の　内　容

〔 〕

第　　　　　号

届　出　事　項 様 式 番 号

第　　　　　号

第　　　　　号

第　　　　　号

【記載上の注意事項】

第　　　　　号



✂

大阪市中央区大手前３－１－４１

大手前合同庁舎

近畿地方整備局　建政部　
建設産業第一課　調査係　宛て

（業者名）

（許可番号）

※1及び2が同一の場合は、2の記載は不要です。

経営事項審査関係書類　在中

1 5

1 建 設 業 者 名 2 送 り 主 名

〒 5 4 0 8 6

経審用


